
　

「療養費支給申請書（海外療養費）の書き方」
■記入上の注意

１．下記の「申請書の記入例」を参考にもれなくご記入ください。

２．申請者は、「世帯主」です。「世帯主」以外の口座に振込みをする場合は、「世帯主」自筆の「委任
状」が必要となりますので、作成のうえ提出してください。

３．申請書は、入院、外来、月ごと、医療機関ごとにそれぞれ１枚必要です。

■申請書の記入例
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❼
❹ 診断書等に記載されている傷病名を正
確に記入してください。なお、診断書等
を見ることができない場合は記入不要で
す。

❼ 「海外の医療機関で受診した」に〇を
し、渡航目的を記入してください。

❻ 診療月を記入してください。

❽ 申請書に記入した年月日を記入してく

ださい。

❸ 療養を受けた医療機関等の名称を記入
してください。調剤の場合は、薬局名を
記入してください。

❶ 国民健康保険被保険者証に記載され
ている記号・番号を記入してください。

記号＝０５・（2桁）
番号＝（４桁）
枝番＝（２桁）

※枝番が記載されていない場合、記入は
不要です。

❺ 負傷した原因に○をしてください。

１の労働災害、第三者行為に該当する場

合、原則として保険給付はできません

（国保給付係にお問合せください。）。

❾ 「世帯主」の郵便番号、住所・氏名・
個人番号・電話番号を記入してください。

❿ 「世帯主名義」の預金口座事項を記
入してください。ゆうちょ銀行の場合は
「振込用の口座」事項を記入してくださ
い。
なお、世帯主以外の口座に振込む場合は、
世帯主自筆の委任状が必要となりますの
で、作成のうえ提出してください。

❷ 療養を受けた被保険者の氏名、生年月
日、個人番号および世帯主との続柄を記
入してください。

金融機関番号および店番号が不明の場合は、記入不要です。



※外貨換算は、海外療養費支給決定日の外国為替換算率（売りレート）を用います。

FAX：03-5803-1347

文京区役所　国保年金課　国保給付係　文京シビックセンター11階　南側　①番窓口

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

電話番号：03-5803-1193

■受付窓口およびお問い合わせ先

■海外療養費支給金額算定方法

  ７．世帯主の預金口座 （金融機関名、支店名、口座種別、口座番号のわかるもの）

  ８．世帯主または受診者の健康保険証

  ９．窓口へお越しになる方の本人確認書類（健康保険証・運転免許証など）

10．世帯主と受診者のマイナンバー確認書類

７．申請者は世帯主です。世帯主以外の口座に振込みを希望する場合は、世帯主自筆の委任状が必要です。

８．申請書手続は窓口で行ってください。

９．国民健康保険資格取得日から14日を過ぎて加入手続きをしている場合、原則、国民健康保険証を交付された日以降の診療分のみ
申請できます。

１０．提出された申請書は、審査機関へ送付して医療処置が適切であったかを審査します。このため、申請時から3か月ほど後に世帯
主の口座に振込となります。

標準額より大きい場合は 

  １．療養費支給申請書

  ２．診療内容明細書
※指定の用紙がありますので、診療を受けた海外の医療機関で医師の証明を受けてください。(医科・歯科共通の様式となります。）
※証明書発行の手数料は自己負担となります。

  ３．領収明細書
※指定の用紙がありますので、診療を受けた海外の医療機関で証明を受けてください。（医科・歯科共通の様式となります。）
※証明書発行の手数料は自己負担となります。

  ４．診療内容明細書・領収明細書（上記2,3）の日本語訳文
※翻訳者の住所、氏名の記入が必要です。
※翻訳を業者に頼んだ場合の費用は自己負担となります。

■申請に必要なもの

  ５．海外で治療を受けた方のパスポート
※出入国時には必ずパスポートの証印（出入国スタンプ）を受けてください。証印が確認できない場合は、別に出入国に係る証明書を
ご提出いただきます。
 （証明書の発行にあたっては、海外で受診した方が法務省に対してご請求いただく必要があります。）

  ６．海外療養費調査に関わる同意書（指定の用紙に記入してください）
※指定の用紙がありますので、記入のうえ、申請時に提出してください。

支給される金額は、日本国内で同様の医療行為を受けた場合を標準（以下「標準額」という。）として決定されます。従って、実際に
支払った金額より大幅に低くなる場合があります。
※必要に応じて民間の海外旅行保険等への加入を検討されることをお勧めいたします。

 実際に支払った医療費の金額（実費額）が、

〔標準額〕から〔標準額に一部負担金の割合（2割又は3割）を乗じた額〕を引いた金額

〔実費額〕から〔実費額に一部負担金の割合（2割又は3割）を乗じた額〕を引いた金額

６．申請できる方は、受診時点において文京区国民健康保険に加入している方です。

標準額より小さい場合は 

１．申請期間は療養を受けた日の翌日から2年間です。

２．帰国または再入国されてから申請してください。海外への送金はいたしません。

３．海外療養費の対象となる疾病などの範囲は国内と同じです。国内での国民健康保険の給付対象とならない医療行為に係る費用は支
給されません。また、治療目的の渡航の場合は対象となりません。

４．そのほか、支給の対象とならないものの一例は次のとおりです。
保険適用とされていない臓器移植や人工受精等の不妊治療、室料及び診断書代（文書料・証明料など）、インプラント・給付外ブリッ
ジ（歯科治療）、治療用装具、はりきゅう、あんま・マッサージ、健康診断や定期的な検査・検診（病名のないもの）、予防接種、医
師の診断に基づかない薬剤など

５．診療内容明細書および領収明細書は指定の用紙があります。海外渡航の際は事前に準備されることをお勧めいたします。

■注意事項


